
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅行代金（大人お1人様あたり（2名1室利用）エコノミークラスご利用 /単位:円 
 

大人 お一人様（2名１室利用）  １ 1人部屋追加代金（４泊分） 

１９９，９００円 １９，８００円 
 
子供料金（2～12歳未満）上記大人旅行代金と同額  

※ 旅行代金は、２０１２年０８月０１日現在、有効なものとして示されている航空運賃・適用規則を基準としています。 

 
 

 

 
 

 

エコノミークラス利用／大人お１人様／２名１室利用 

 

 
旅行期間  ：平成２４年１１月２０日（火） 

～ １１月２５日（日）   
 
添 乗 員：同行しません 
 
 
食 事：朝食４回、昼食０回、夕食０回 
 
       （機内食は除く） 
 
利用航空会社：ＫＬＭオランダ航空 または 

ヨーロッパ系航空会社（予定） 
 
 
募集人員  ：２０名 

（最少催行人員：１５名） 
 
 
利 用 ホ テ ル：ブリュッセル 
      メルキュール・ブリュッセル・センタールイ

ーズまたは同等クラス  
 
お 部 屋 ：ツインルーム（バス・トイレ付） 
 
 
 
 
●表示のスケジュールは２０１２年８月現在の情報を基
に作成しております。スケジュール変更等により発着時間
が変わることもありますので、詳しくはお申し込み時にご
確認ください。 
 

   

旅行代金には燃油サーチャージ（目安／ＫＬＭオランダ航空５２，６００円：８月１日現在）並びに現地空港諸税及び日本の空港施設使用料
は含まれておりません。別途お支払いが必要です。                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■日程表 

スケジュール（●＝下車観光） 食事 

１１/２０ 

（火） 

午前／関西空港発→午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）着 
午前／成田空港発→午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）着 
午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）着→午後・夕刻／ブリュッセル 着 
 
ブリュッセル到着後、ホテルへ。（専用車利用） 
 

【ブリュッセル泊】 

朝：－ 
昼：機内 
夕：× 

１１/２１ 

（水） 

午前：自由行動 
 
午後：ブリュッセル「ショコラティエ・マノン」にてショコラティエ体験。 

【ブリュッセル泊】 

朝：○ 
昼：× 
夕：× 

１１/２２ 

（木） 

午前：自由行動 
 
午後：ハッセルト「ショコラティエ・ボーン」にてショコラティエ体験。 

【ブリュッセル泊】 

朝：○ 
昼：× 
夕：× 

１１/２３ 

（金・祝） 

午前・午後：自由行動 
 
午後：クノック「ショコラティエ・エム」にてショコラティエ体験。 

【ブリュッセル泊】 

朝：○ 
昼：× 
夕：× 

１１/２４ 

（土） 

ホテルより空港まで送迎。 
ブリュッセルより、空路関西へ。（アムステルダムまたはヨーロッパ内都市経由） 

 
午前／ブリュッセル 発→昼・午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）着 
午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）発 → 
午後／アムステルダム（またはヨーロッパ内都市）発 → 

【機内泊】 

朝：○ 
昼：× 
夕：機内 

１１/２５ 

（日） 

 →午前／ 関西空港着 
 →午前／ 成田空港着 

朝：× 
昼：－ 
夕：－ 

時間の目安： 朝６：００～８：００ 午前８：００～１２：００ 昼１２：００～１３：００ 午後１３：００～１７：００ 

       夕刻１７：００～１９：００ 



◆お申し込みの際は裏面の「ご案内とご注意」及び「ご旅行条件」を必ずお読みください。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
旅行企画・実施 

 

㈱日本旅行 神戸支店 
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2 ＪＲ西日本神戸支社5階 
ＴＥＬ：078-371-2810   ＦＡＸ：078-371-2816 
総合取扱管理者：樋口 敬和  担当者：益岡 佑介 

 

観光庁登録旅行業第2号 (社)日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員 
 
営業時間 10：00～18：00 （土、日、祝日は休み） 
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。 

この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。 

 
 

必ずお読みください。ご旅行条件(要約)  
 
お申し込みの際、必ず「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申し込みください。 尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ http://www.nta.co.jpからもご覧になれます。 

 ●募集型企画旅行契約 
(1) この旅行は、㈱日本旅行神戸支店（以下「当社」といいます。）が企画・募集し

実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。 

(2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、
本旅行出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集
型企画旅行契約の部によります。 

 
●旅行の申込み 
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込み
いただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または
全部として取扱います。 

 
 旅行代金の額 申込金（おひとり）  

 旅行代金が３０万円以上 ５万円以上旅行代金まで  

 旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ３万円以上旅行代金まで  

 旅行代金が１５万円未満 ２万円以上旅行代金まで  

 
(2)当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の
申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が
予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内に、当社らに申込書の
提出と申込金の支払いを行っていただきます。 

(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に
使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が
誤って記入された場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきま
す。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解
除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。 

 
●申込条件 
(1) ２０歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で１５歳未満

の方は親権者の同行を条件とさせていただく場合があります。 
(2) a．身体に障害をお持ちの方、b．健康を害している方、c．妊娠中の方、d．補助

犬使用の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当
社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合、利用機関等の求め
により医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・
宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者／介
助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内
容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、ある
いはご参加をお断りさせていただく場合があります。なお、お客様からのお申し
出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負
担とします。 

 
●旅行契約の成立時期 
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものと
します。 

(2)同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者（「契約責任者」）
を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結について、当社は、契約責任者が
その団体・グループを構成する旅行者の募集型企画旅行契約の締結に関する一切
の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関す
る取引は、当該契約責任者との間で行います。 
 

●通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件 
当社が提携するクレジットカード会社のカード会員より所定の伝票への「会員の
署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に「電話、郵便、ファク
シミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。 こ
の場合はご旅行条件が一部異なります。 
 

●旅行代金のお支払い期日 
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日目に当たる日

（以下「基準日」といいます。）よりも前にお支払いいただきます。 
 

●基準旅行代金 
「基準旅行代金」とは、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加
代金として表示した金額」を加算し、「割引代金として表示した金額」を減額し
た代金をいいます。この基準旅行代金は「申込金」、「取消料」、「違約料」、およ
び「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 
 
 

●旅行代金に含まれるもの 
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金（この運賃・
料金には運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。） (2)旅行日程に含まれ
る送迎バス等の料金 (3)旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド
料金・入場料金等）(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金（２人
部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。） (5)旅行日程に明示した食事料金（機内
食は除きます。）及び税・サービス料金 (6)お１人様につきスーツケース等１個の
受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お１人様２０㎏以内が原則ですが、ク
ラス・方面によって異なります。） (7)添乗員付きコースの添乗員の同行費用 
 

●旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 
(1)超過手荷物料金 (2)クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対
するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス
料 (3)傷害、疾病に関する医療費 (4)渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・
査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。） (5)運送
機関の課す付加運賃・料金 (6)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通
費や宿泊費等 (7)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料 (8)日本国外
の空港税・出国税及びこれに類する諸税 (9)希望者のみ参加されるオプショナル
ツアー（別途料金の小旅行）の料金 (10)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員
等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸
費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配

に要した諸費用 
 
●お客様の解除権 
お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅
行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、
お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただ
いた時を基準とします。 

 
  <表>取消料 

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり） 

旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって、３１
日目にあたる日まで 

無料 

旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって、３０
日目以降１５日目にあた
る日まで 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満： 
 ３万円 

〃 が１０万円以上１５万円未満： ２万円 
〃 が１０万円未満： 旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって、 
１４日目にあたる日以降３
日目にあたる日まで 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前 日々 
及び前日 旅行代金の３０％ 

旅行開始日当日 旅行代金の５０％ 

無連絡不参加及び 
旅行開始後 旅行代金の１００％ 

   
 
 
 

●当社の解除権  旅行開始前の解除 
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあり
ます。 この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い
戻しいたします。 

(1)お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場
合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目（前項 注 1 に
規定するピーク時に旅行を開始するものについては３３日目）にあたる日より前
に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 

(2)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従
った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極め
て大きいとき。  
一例／日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してくださ
い」以上の危険情報が出されたとき。  
 

●当社の免責事項 
お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負いかね
ます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、
この限りではありません。 
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③運送・宿泊
機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしく
は旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による
隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事
故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、
又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 
 

●特別補償  
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体ま
たは手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡
補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払います。 
 

●旅程保証 
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企
画旅行の部第２９条別表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合
は、定められた変更補償金をお客様に支払います。 尚、当社は、お客様が同意
された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サー
ビスの提供をすることがあります。 
 

●お客様の責任 
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社 
約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様か 
ら損害の賠償を申し受けます。  

(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の 
権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければ 
なりません。 

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載 
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手 
配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 
 

●お客様の交替 
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができま
す。この場合、お一人様につき10,000円の手数料を頂戴します。 尚、既に航空
券を発行している場合には、別途再発券に関わる費用を請求する場合がありま
す。 
 

●お客様が出発までに実施する事項 
(1) 旅券・査証について（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、
入国管理局事務所にお問い合わせ下さい。） 
①旅券：入国時3ケ月以上の残存有効期間が必要です。 
②査証：不要 
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な
旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成は、 

 
 

お客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金 
を申し受け、別途契約（渡航手続代行契約）として渡航手続きの一部代行を 
います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証 
の取得ができなくてもその責任を負いません。 

(2)保健衛生について 
渡航先（国又は地域）の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホ
ームページ」 http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 

(3)海外危険情報について 
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海 
外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省「外務省海外安全ホー 
ムページ」 http://www.pubanzen.mofa.go.jpでもご確認ください。 
 

●個人情報の取扱い 
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お
客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただ
いた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
※このほか、当社らでは、（１）当社及び当社と提携する会社の商品やサービス、
キャンペーンのご案内。（２）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。（３）
アンケートのお願い。（４）特典サービスの提供。（５）統計資料の作成。に、
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又は
メールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のも
のについて、当社グループ会社との間で、共同して利用させていただきます。当
社グループ会社は、それぞれの会社の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入
いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。な
お、当社グループ会社の名称及び各会社における個人情報取扱管理者の氏名につ
いては、当社のホームページ（http://www.nta.co.jp）をご参照ください。 

(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個
人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パス
ポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方
法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人デ
ータの提供の停止を希望される場合は、販売店宛て、「最終旅行日程表」受け取
り時までにお申出下さい。 
 

●海外旅行保険 
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自
身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険につ
いては販売店の係員にお問い合わせください。 
 

●マイレージサービス 
当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージ 
サービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ 
登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。 
また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受 
けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は当社旅行条件書第 
２２項(1)ならびに第２４項(1)の責任を負いません。 
注）第２２項当社の責任及び免責事項 第２４項 旅程保証 
 

●ご旅行条件の基準 
この旅行条件は2012年8月01日を基準としています。 また、旅行代金は2012 
年8月01日現在有効なものとして示されている航空運賃･適用規則又は2012年 
8月01日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃･適用規則を基準として算出
しています。 

 
◆ご案内とご注意◆ 
●旅行代金にはいずれも現地空港諸税及び燃油サーチャージ（付加代金・料金）
は含まれておりません。別途お支払い下さい。 

●現地空港諸税 
出国税62ユーロ（日本円目安 約6,090円）子供：同額、幼児：不要 
1ユーロ＝約98.円（みずほｺー ﾎ ﾚ゚ｰﾄ銀行調べ 2012年8月1日現在） 
出発当日、関西空港にて弊社係員が集金させていただきます。 

●関西空港施設使用料 
大人：２，６５０円、子供：１，３３０円、幼児：不要 
出発当日、関西空港にて弊社係員が集金させていただきます。 
 

燃油サーチャージについて、 
●燃油サーチャージとは、近年の燃油価格水準の異常な高騰に伴い、当該燃油費
の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定の期間の条件の下で、ご
搭乗いただくお客様にお支払い願いたい旨の趣旨で、各航空会社が個 、々国土
交通省航空局に申請を行い、認可されているものです。本パンフレット掲載の
旅行代金には燃油サーチャージは含まれておりません。別途お支払い下さい。 

●燃油サーチャージの金額についての最新情報は「日本旅行ホームページ」
（http://www.nta.co.jp）でお知らせします。また販売店でもご案内いたします。 
●燃油サーチャージは予告なく新設、変更、廃止されることがあります。お客様
にお支払いいただく確定金額は最終日程表にてご案内します。 

●ご旅行にお申込みいただいた後、燃油サーチャージの金額が変更された場合、
値上げ、値下げに関わらず、変更後の燃油サーチャージ金額をお客様に負担し
ていただきます。 

●燃油サーチャージ料金が外貨表示の場合は、日本円でお支払いいただきます。
その際、日本円換算額は毎月10日の換算レート（三菱東京UFJ銀行のTTS売
渡しレート）により確定し、翌月 1 日からの１ヶ月間摘要します。（10 円未満
は切り上げ）それ以降の為替変動による追加徴収、返金は致しません。 

●燃油サーチャージは関西空港にて弊社係員が集金させていただいます。最終日
程表と一緒にお渡しする専用封筒に該当金額を入れてご出発当日お持ちくださ
い。 
 

西日本12-188 

http://www.nta.co.jp/

